
1,000

法人税額に次の税率をかけた金額です。（２以上の都道府県に事務所等がある場合は、従業者数
によって関係都道府県ごとに法人税額をあん分した額に税率をかけた金額になります。）

一般社団法人及び一般財団法人

（年額）

1,000

少額公債非課税制度（特別マル優）

・
・

国債、地方債

■均等割 

■法人税割

・
・
・
・
・

・
・
・

■確定申告　事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
■中間申告　事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
■均等割のみを課される公共法人、公益法人等の申告　4月30日

個人の所得金額に関する指標に基づき、各都道府県間で清算されます。
そして、清算後の金額の５分の３相当額が、一定の基準により

とした 制度

*平成28年1月1日以降に支払を受けるべき国債、地方債等の特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、
  配当割の課税対象となっています。


